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当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針） 

の更新について 

 

 

当社は、2023年５月 15日開催の当社取締役会及び同年６月 29日開催の当社第 161回定時株主総会の

決議に基づき、「当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）」（以下「現プラン」といいま

す。）を導入・継続しておりますが、その有効期限は、2026 年６月に開催予定の当社第 164 回定時株主

総会（以下「本定時株主総会」といいます。）終結の時までとなっております。 

当社では、現プランの導入及び継続の決定後も、社会・経済情勢の変化、買収の対応方針をめぐる諸々

の動向及び様々な議論の発展、コーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、継続の是非を含め、その在り

方について引き続き検討してまいりました。 

その結果、当社は、本日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の

在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第３号柱書に規定されるものをいい、以下｢会社の

支配に関する基本方針｣といいます。）に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組み（同号ロ（２））として、現プランの一部修正を行った「当社

株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）」（以下｢本プラン｣といいます。）を本定時株

主総会においてお諮りし、株主の皆さまのご承認を条件に、継続することを決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

本プランの継続にあたり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、特定株

主グループの範囲の明確化、大規模買付行為等意向表明書の内容の詳細化、情報提供期間及び取締役会評価

検討期間の延長に関する規律の追加、共同協調行為等の認定基準の明確化のほか一部語句の修正・整理等

を行っておりますが、基本的なスキームに変更はございません。 

なお、本プランの継続につきましては、本日開催の当社取締役会において、社外取締役４名を含む当

社取締役全員の賛成により承認されております。 

  



Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 

（当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針） 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引が

認められており、当社の株式に対する大規模な買付等がなされた場合に、当該買付等に応じるか否

かは、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。 

   しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等からみて企業価値ひい

ては株主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するお

それのあるものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも存在します。 

   このような中、これらの大規模な買付行為等が、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益に

及ぼす影響を株主の皆様に適切にご判断いただくためには、買付者からの必要かつ十分な情報の提

供が必要不可欠です。そして、その判断を適確に行うためには、買付者からの情報にとどまらず、

買付者の提案内容等を当社取締役会が評価・検討した結果を株主の皆様に提供することが必要であ

ることもいうまでもありません。 

   そこで、当社は、本プランにおいて、①大規模買付者（後記Ⅲ３．において定義されます。以下、

同じとします。）に株主の皆様がその是非を判断するために必要かつ十分な情報の提供を求めると

ともに、②当社取締役会として、当該大規模買付者の提案内容が当社の企業価値ないし株主の皆様

の共同の利益にどのような影響を及ぼすか、また、大規模買付者の提案内容に対する経営方針等の

当社取締役会としての代替案を提供するとともに、必要に応じて、大規模買付者と当社の経営方針

等に関して交渉又は協議を行うこととし、③これらを踏まえ、株主の皆様が大規模買付行為等（後

記Ⅲ３.において定義されます。以下、同じとします。）の是非を判断するために必要な時間を確保

することを目的として、以下の手続きを定め、大規模買付行為等があった際には、適切な措置を講

じることとします。 

   そして、前述のとおり、当社は、大規模買付行為等に応じるか否かの判断は、最終的には株主の

総体的意思に基づき行われるべきものと考えております。そのため、当社取締役会としましては、

本プランに定める手続きを経て、株主の皆様が、大規模買付行為等の目的や内容等の詳細を検討し、

その是非を判断するのに必要な時間と情報が事前に十分提供された上で、当社の企業価値・株主共

同の利益に資するものとして当該大規模買付行為等の実行に同意される場合には、これを否定する

ものではありません。 

そのため、大規模買付者が本対応方針に定めた手続きを遵守する限り、当社取締役会が本プラン

に基づく対抗措置を発動するに当たっては、大規模買付行為等に応じるか否かにかかる当社の株主

の皆様による意思表明の場として、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を開催する

ことといたします。その結果、株主の皆様が大規模買付行為等に賛同する意思を表明された場合、

すなわち、当社が大規模買付行為等に対する対抗措置を講じることにかかる議案について、株主意

思確認総会の普通決議によって承認可決されなかった場合、当社取締役会といたしましては、当該

大規模買付行為等が、本プランに沿って開示された条件及び内容等に従って行われる限り、それを

阻止するための行為を行いません。 

したがいまして、本プランに基づく対抗措置（具体的には新株予約権の無償割当て）は、(a)対抗

措置の発動につき株主意思確認総会による承認が得られた場合であって、かつ、大規模買付者が大

規模買付行為等を撤回しない場合、又は、(b)大規模買付者が下記Ⅲに記載した手続きを遵守しな



い場合（さらに、株主意思確認総会を開催する場合には、対抗措置の発動につき株主意思確認総会

による承認が得られた場合）にのみ、独立委員会による勧告を最大限尊重して発動されます。 

 

Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

１ 当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益向上に向けた取組み 

(1)当社の経営理念と経営方針 

当社は、2025年５月 15日に公表した中期経営計画（2025-27年度）「Take off～新しいステージへ

の挑戦～」の策定にあたって、「ありたい姿」及び「新中期経営計画ビジョン」を以下のとおり定めま

した。 

・2030 年のありたい姿：「“セラミックス α カンパニー”への進化」。新市場、新製品、新規事業の

開発（３つの新・開発）をしていくことで＋αを生み出し、セラミックスを耐火物と並ぶ柱に成長

させ、売上高 220億円＋α、営業利益 30億円＋αの実現を目指す。 

・新中期経営計画ビジョン：Take off～新しいステージへの挑戦～。 

当社グループは、100 余年磨いた技術力を礎としつつ、国内耐火物市場の縮小や脱炭素機運の高ま

りといった経営環境の変化を見据え、上記の経営理念等の実現に向けた施策を推進しております。 

 

(2)経営方針を具現化するための中期経営計画 

当社グループは、本中期経営計画において、2028年３月期（最終年度）の数値目標として、売上高

175 億円、営業利益 21 億円、ROS（売上高経常利益率）12.6％、ROE（自己資本利益率）8.8％を掲げ

ております。また、利益率の向上に加えて株主還元を高め、株主資本を適切な水準に保つこと等を通

じて、PBR（株価純資産倍率）１倍の達成を目指してまいります。 

 

２ コーポレート・ガバナンスに関する取組み 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、役員及び従業員の行動の原則を示す

「行動規範」において、法令の遵守、顧客満足の向上、適正な 会計と報告、環境の保全、人格の尊重、

情報の管理、地域社会との共生、反社会的勢力への対処を掲げ、この規範を実践することが当社の企

業価値を向上させ、 社会への貢献につながるものと認識しております。経営者はこの規範の実行が

自らの役割であることを自覚し、経営の公正性と透明性の向上及び的確で迅速な意 思決定と効率的

な業務執行ができるよう努めるものであります。 

当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社体制を選択しております。この体制に

より、取締役会による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び監視を可能と

する経営体制を構築し、適正なコーポレート・ガバナンスを確保できる企業統治体制をとっており

ます。 

(1)取締役会 

取締役会はすべての取締役で構成し毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催され、法

令、定款又は取締役会規程に定める重要事項の決定や重要な職務の職務執行状況及びその監督を行

っています。また、取締役会は必要に応じて取締役以外の者を出席させて、意見や説明を求めるこ

とができる体制をとっております。 



 

(2)監査等委員会 

監査等委員会は社外取締役２名を含む３名の監査等委員で構成され、取締役会の職務の執行を監

視し、定例及び臨時に監査等委員会を開催しております。 

(3)指名・報酬委員会 

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数

を独立社外取締役といたします。また、委員長は指名・報酬委員会の決議によって選定されます。 

(4)内部監査 

当社は内部監査規程により、経営活動の全般にわたる業務執行状況を合法性と合理性の観点から

点検・評価し、会社財産の保全及び経営効率の向上を図ることを定めています。社長直属の内部監

査室に３名を配置し、年間計画に基づいて独立した立場から各部門の内部監査を行っております。 

(5)会計監査 

当社は会計監査人として東陽監査法人を選任し、随時必要な監査資料を提供し、公正かつ適正な

監査が実施されております。 

 

Ⅲ 本プラン（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の 

方針の決定が支配されることを防止するための取組み）の内容 

 

１ 本プランの目的及び概要 

 

本プランは、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を最大化することを目的として、上記 I

「会社の支配に関する基本方針」に沿って継続されるものです。 

当社取締役会は、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断については、当社の

企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化の観点から、最終的には株主の皆様によってなされる

べきものと考えております。そのため、当社は、当社株式の大規模買付行為等に関するルールとして

本プランを設定し、大規模買付行為等に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する必

要かつ十分な情報の提供を求めるとともに、当社取締役会として大規模買付情報を十分に評価･検討

し、大規模買付者との交渉や株主の皆様への代替案の提示等を行うための期間を確保することといた

します。そして、大規模買付者が本プランに定めた手続きを遵守する限りは、大規模買付行為等を受

け入れるか、もしくは大規模買付行為等に対して対抗措置を発動するか否かについて、株主の皆様の

総体的な意思を確認するため、株主意思確認総会を開催することとします。 

なお、2026年３月末日現在における当社の大株主の状況は、別紙１「当社大株主の状況」のとおり

であり、現時点において、当社の株主を含む特定の第三者から当社株式の大規模買付けを行う旨の通

告又は提案等を受けている事実はありません。 

  



２ 独立委員会の設置 

 

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客

観性・合理性を担保するため、独立委員会規程（概要につきましては、別紙２「独立委員会規程の

概要」をご参照ください。）に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は３名以

上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役又は

社外有識者（実績のある会社経営者、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等。以

下、同じとします。）のいずれかに該当する者の中から選任します。本プランの継続時における独

立委員会委員候補の氏名・略歴は別紙３「独立委員会の委員の略歴」に記載のとおりです。  

当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非その他本プ

ランに則った対応を行うに当たって必要な事項について諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為等について慎重に評価・検討の上で、当社

取締役会に対し対抗措置を発動すべき状態にあるか否か等についての勧告を行うものとします。当

社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動等について決定することと

します。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することとします。  

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされるこ

とを確保するために、独立委員会は、必要に応じて当社の費用で、独立した第三者である外部専門

家（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家等）

の助言を得ることができるものとします。  

 

３ 対象となる大規模買付行為等 

 

  本プランにおいて、「大規模買付行為等」とは、  

① 特定株主グループ1の議決権割合2を 20%以上とすることを目的とする当社株券等3の買付行為（公

開買付けの開始を含みますが、それに限りません。）、 

② 結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となるような当社株券等の買付行為（公

開買付けの開始を含みますが、それに限りません。）、 

又は 

 
1 特定株主グループとは、(i)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23第1項に規定す

る保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）及びその共同保有者（同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6

項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。）、(ii)当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の2

第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。以下同じとします。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の

2第 7 項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。）、(iii)上記(i)又は(ii)の者の関係者（(ｱ)これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザ

リー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、(ｲ)これらの者の公開買付代理人、弁護士、

会計士その他のアドバイザー又は(ｳ)これらの者が実質的に支配し若しくはこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた

者（なお、(ｳ)に該当するか否かの判定は、注 4 所定の関係の樹立を判定する基準を準用するものとします。）を併せたグループをいいます。）並びに(iv)上記

(i)乃至本(iv)に該当する者から市場外の相対取引又は東京証券取引所の市場内立会外取引（ToSTNeT-1）により当社の株券等を譲り受けた者を意味します。 
2 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グループが当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券

等をいいます。）の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。こ

の場合においては、当該保有者の共同保有者並びに注1の（iii）及び（iv）記載の者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算

上考慮されるものとします。）又は(ii)特定株主グループが当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等を行う者及びそ

の特別関係者である場合の当該買付け等を行う者及び当該特別関係者並びに注１の（ⅲ）及び（ⅳ）記載の者の株券等所有割合（同法第27条の2第8項に規

定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。株券等保有割合又は株券等所有割合の算出に当たっては、発行済株式の総数（同法第27条の23第4項

に規定するものをいいます。）及び総議決権の数（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状

況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 
3 株券等とは、金融商品取引法第27 条の2第１項又は同法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。 



③  上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定株主グループ

が、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で

行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保

有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主と

の間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関

係4を樹立するあらゆる行為5（但し、当社が発行者である株券等につき当該特定株主グループと

当該他の株主の議決権割合の合計が 20%以上となるような場合に限ります。） 

を意味し（いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。）、「大規模買付者」とは、上記の

とおり、かかる大規模買付行為等を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとす

る者を意味します。 

 

 

４ 対抗措置の発動に至るまでの手続き 

 

(1)大規模買付行為等意向表明書の提出 

大規模買付者が大規模買付行為等を行おうとする場合には、大規模買付行為等又は大規模買付行為

等の提案に先立ち、その 60 営業日前までに、本プランに定められた手続きに従う旨の法的拘束力を

有する誓約文言を含む以下の内容等を日本語で記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）を、

当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。 

 

① 大規模買付者の概要  

イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地 

ロ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その代表者、取締役（又はそれに相当する

役職。以下同じとします。）及び監査役（又はそれに相当する役職。以下同じとします。）それ

ぞれの氏名及びその過去 10 年間の経歴 

ハ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その目的及び事業の内容 

ニ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その直接・間接の大株主又は大口出資者

（持株割合又は出資割合上位 10 名）及び実質支配株主（出資者）の概要 

ホ) 国内連絡先 

ヘ) 大規模買付者が会社その他の法人である場合には、その設立準拠法 

ト) 主要な出資先の名称、本社所在地及び事業内容並びにそれら主要出資先に対する持株割合な

いし出資割合 

② 大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び意向表明書提出前60日間における大規模

買付者の当社の株券等の取引状況 

 
4 「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか

否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株券等の買い上がりの状況、当社株

券等に係る議決権行使の状況、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定株主グループ及び当該他の株主が当

社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎として共同協調行為等の認定基準（別紙 4。但し、独立委員会は、法令等の改正又は裁判例の動向等に照らして、

合理的範囲内で当該基準を改定できるものとします。）に基づいて行うものとします。 
5 本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします（かかる判断に当たっては、独立委員会の勧告を最大限尊重

するものとします。）。なお、当社取締役会は、本文の③所定の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提

供を求めることがあります。 



③ 大規模買付者が提案する大規模買付行為等の概要（大規模買付者が大規模買付行為等により取

得を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為等の目的（支配権取得若しく

は経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為等の後の当社の株券等の第三者への譲

渡等、又は重要提案行為等6その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数

ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。） 

 

当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、

その内容について公表いたします。 

 

(2)必要情報の提供要請 

当社取締役会は、当社が大規模買付者から意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以

内に、大規模買付者に対して大規模買付行為等に関する情報（以下「必要情報」といいます。）に

ついて記載した書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要

情報リストの記載にしたがい、必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。 

必要情報の一般的な項目は別紙５「大規模買付者に提供を求める情報」のとおりです。その具体

的内容は、大規模買付者の属性及び大規模買付行為等の内容によって異なりますが、いずれの場合

も株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定する

ものとします。 

当社取締役会は、本プランに定められた手続きの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大

規模買付者に対し情報提供の期限（大規模買付者が当社取締役会に対し意向表明書を提出した後、

60営業日以内の期間を上限とします。以下「情報提供期間」といいます。）を設定することがあり

ます。但し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、情報提供期間を延

長することができるものとします。 

なお、上記に基づき、当初提出された必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該必要

情報が大規模買付行為等を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合に

は、当社取締役会は、情報提供期間内で、大規模買付者に対して追加的に情報提供を求める（かか

る判断にあたっては独立委員会の判断を最大限尊重します。）ことがあります。但し、大規模買付

行為等の情報の具体的な内容は大規模買付行為等の内容及び規模によって異なることもあり得るた

め、当社取締役会は、大規模買付行為等の内容及び規模並びに大規模買付行為等の情報の具体的な

提供状況を考慮して、情報提供期間満了時までに提供された情報が株主の皆様による適切な判断並

びに当社取締役会及び独立委員会による意見形成及び代替案立案のために不十分と認められる場合

には、独立委員会の勧告に基づき、情報提供期間を最長30日間延長することができるものとしま

す。これらの場合、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重するものとします。 

当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のた

めに必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部

を公表いたします。 

 

 
6 金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する

内閣府令第 16 条に規定される「重要提案行為等」をいいます。以下同じとします。 



なお、当社取締役会は、大規模買付者から大規模買付行為等の提案がなされた事実等について、

法令及び当社が上場する金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。 

 

(3)取締役会評価検討期間 

当社取締役会は、大規模買付行為等の評価等の難易度に応じ、必要情報の提供を完了した後又は情

報提供期間満了後、対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最

長60日間、その他の大規模買付行為等の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、

意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価検討期間」といいます。）として設定しま

す。なお、取締役会評価検討期間は、評価・検討が困難であると取締役会及び独立委員会が合理的に

認める場合に限り、合理的な範囲で延長できるものとしますが、延長の期間は最大30日間とします。

その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知するとと

もに株主及び投資家の皆様に開示いたします。 

取締役会評価検討期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立委員会とは別の独立した第三者であ

る外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専

門家）等の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最

大限尊重した上で、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応

じ、大規模買付者との間で大規模買付行為等に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として

株主の皆様へ代替案を提示することもあります。 

大規模買付行為等は、取締役会評価検討期間の経過後（但し、株主意思確認総会を開催する場合に

は、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には株主意思確認総会の終結後とし、対抗措置の

発動に関する議案が可決された場合には株主意思確認総会の終結後速やかに開催される当社取締役

会終結後）にのみ開始することができるものとします。 

 

(4)大規模買付行為等が実施された場合の対応 

① 大規模買付者が本プランに定めた手続きを遵守した場合 

大規模買付者が本プランに定めた手続きを遵守した場合において、当社取締役会が、大規

模買付者から提供された必要情報その他一切の事情を勘案の上、独立委員会の意見を最大限

尊重し、大規模買付行為等の評価、検討、交渉、意見形成、代替案の立案等を行います。そ

の上で、当社取締役会として、大規模買付行為等がなされることに反対であり、大規模買付

行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判

断した場合には、取締役会評価検討期間内に株主意思確認総会を開催することを決定し、当

該決定後速やかに株主意思確認総会を招集します。 

なお、以下の(i)から(vii)のいずれかに該当すると合理的な根拠をもって判断できる場合に

は、当社取締役会は、原則として当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判

断するものとします。もっとも、対抗措置の発動は、大規模買付行為等が当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断できる場合に限って行うも

のであり、以下の(i)から(vii)のいずれかに形式的に該当することのみをもって発動するもの

ではありません。 

 



(i)真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式

を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買付けを行っている（いわゆるグリーンメイラ

ーである場合） 

(ii)会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密

情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させる等、いわゆ

る焦土化経営を行う目的で株式の買付けを行っている場合 

(iii)会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担

保や弁済原資として流用する予定で株式の買付けを行っている場合 

(iv)会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等高額

資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時

的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式の買

付けを行っている場合 

(v)大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買

付けで当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定

し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式の買付けを行うことをいいます。）等

の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式の売却

を強要するおそれがあると判断される場合 

(vi)大規模買付者による支配権獲得により、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係者と

の関係が悪化すること等によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損な

うと判断される場合 

(vii)大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値

との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ

て明らかに劣後するため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損すると判

断される場合 

株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、

必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判

断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・

適切にその旨を開示します。株主の皆様には、大規模買付行為等に関する情報をご検討いただ

いた上で、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かについてのご判断を、当社取

締役会が提案する対抗措置の発動に関する議案に対する賛否の形で表明していただくことに

なります。株主意思確認総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当

社取締役会は、その決議に従うものとします。具体的には、株主意思確認総会において対抗措

置を発動することを内容とする議案が否決された場合には、当社取締役会は対抗措置を発動い

たしません。他方、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可

決された場合には、大規模買付者が大規模買付行為等を撤回しない限り、その終結後、速やか

に、当社取締役会において対抗措置を発動するために必要となる決議を行います。株主意思確

認総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。 

 

 



② 大規模買付者が本プランに定めた手続きを遵守しない場合 

大規模買付者が本プランに定めた手続きを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何

にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的

として、対抗措置を発動し、大規模買付行為等に対抗する場合があります。対抗措置の発動

については、独立委員会の勧告を受けたうえで決定することとしますが、独立委員会の勧告

に基づいて株主意思確認総会の場で株主承認を求めることがあります。なお、株主意思確認

総会の開催方法等については、前記①と同様とします。 

経済産業省に設置された企業価値研究会の2008年６月30日付け報告書「近時の諸環境の変

化を踏まえた買収防衛策の在り方」においても、「株主が買収の是非を適切に判断するため

の時間や情報を確保する場合や、被買収者の取締役会が、株主のために、買収者との交渉を

通じてより良い買収条件を引き出すための交渉機会を確保する場合においては、当該取締役

会が買収防衛策を導入し、さらに、合理的と認められる範囲の手続きに反して一時停止しな

い買収者に対し、これを発動することが認められうる。」とされているところです。 

なお、本プランを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合

理的な範囲で十分勘案し、少なくとも必要情報の一部が提出されないことのみをもって本プ

ランを遵守しないと認定することはしないものとします。 

また、当社取締役会は、大規模買付者が本プランに定めた手続きを遵守したか否かの判

断、及び大規模買付者が本プランに定めた手続きを遵守しなかったものとして対抗措置を発

動すべきか否かの判断に際し、独立委員会の意見又は勧告を最大限尊重するものとします。 

    

５ 対抗措置の概要 

 

当社取締役会は、上記４の手続きに従い、対抗措置を発動する場合、独立委員会の勧告を最大限尊

重し、対抗措置の発動に関する会社法上の機関としての決定を行います。 

この場合、当社取締役会は具体的対抗措置として、差別的行使条件の付された新株予約権の無償割

当てを行いますが、その概要は原則として別紙６「新株予約権無償割当ての概要」に記載のとおりで

す。実際に新株予約権の無償割当てを行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループ

に属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した条件を設けま

す。 

 

６ 株主及び投資家の皆様への影響 

 

(1)本プラン継続時に本プランが株主及び投資家の皆様へ与える影響 

本プランの継続時には、本新株予約権の無償割当ては実施されません。従って、本プランがその継

続時に株主及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接的具体的な影響を与えることはありませ

ん。 

 

  



(2)本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様へ与える影響 

当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置（具

体的には新株予約権の無償割当て）を講じる場合であっても、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様

（別紙６「新株予約権無償割当ての概要」5．に定める非適格者を除きます。次号(３)においても同じ

です。）が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定してお

りません。 

一方、別紙６「新株予約権無償割当ての概要」5．に定める非適格者に該当する株主については、対

抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性

があります。 

当社取締役会が具体的な対抗措置を講じることを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融

商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。 

なお、当社は、株主意思確認総会において対抗措置を発動することを内容とする議案が可決された

後（新株予約権の無償割当ての効力発生後を含みます。）においても、例えば、大規模買付者が大規模

買付行為等を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割

当てを中止し、又は当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する

ことがあります。これらの場合には、1 株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売

却等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

(3)本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に必要となる手続き 

対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する場合には、株主の皆様は引受けの申込みを要

することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続きをとることにより、

新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当

社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。但し、この場合

当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等

を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。 

これらの手続きの詳細につきましては、実際にこれらの手続きが必要となった際に、法令及び当

社が上場する金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示を行います。 

 

７ 本プランの合理性を高める仕組み 

 

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが上記Ⅰの会社

の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。 

 

(1)買収への対応方針に関する指針等の趣旨を踏まえたものであること 

本プランは、経済産業省及び法務省が 2005年５月 27日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の

確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）、経済産業省が 2023

年８月 31 日に発表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて



―」の定める３つの原則（企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則）、経

済産業省に設置された企業価値研究会が 2008年６月 30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化

を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が 2015 年６月 1 日に公表した「コーポレー

トガバナンス・コード」の「原則 1-5 いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえたものとなっており、

これらの指針等に定められる要件は、本プランにおいても充足されています。 

 

(2)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること 

本プランは、上記１「本プランの目的及び概要」に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付

行為等に際し、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取

締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と

交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向

上させるという目的をもって継続されているものです。 

 

(3)株主意思を直接的に反映するものであること（取締役の恣意的判断の排除） 

大規模買付者が本プランに定めた手続きを遵守する限り、当社取締役会が本プランに基づいて対

抗措置を発動することができる場面を、株主意思確認総会において対抗措置発動の決議がされた場

合に限定しております。したがって、対抗措置の発動の適否の判断に際して、株主の皆様のご意思

が直接的に反映される設計としております。 

 

(4)独立性の高い社外者の判断の重視（取締役の恣意的判断の排除） 

上記４(４)「大規模買付行為等が実施された場合の対応」に記載のとおり、本プランの必要性及

び相当性を確保し、取締役の保身のために本プランが濫用されることを防止するため、対抗措置の

発動の是非その他本プランに則った対応を行うに当たって必要な事項について、当社の業務執行を

行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を受け、当該

勧告を最大限尊重することとしており、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。 

 

(5)デッドハンド型及びスローハンド型の対応方針ではないこと 

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止

することが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド型の対応方針（取締役会の構成

員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない対応方針）ではありません。 

また、当社は取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期を１年としており、期差任期制を

採用していないため、スローハンド型の対応方針（取締役会の構成員の交替を一度に行うことがで

きないため、その発動を阻止するのに時間を要する対応方針）ではございません。なお、当社では

取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりませ

ん。 

 

 

  



８ 本プランの廃止の手続き及び有効期間 

 

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する当社定時株主総会（2029年６月開催予定の当社の定時株主総会のことをいい、以下「当

該定時株主総会」といいます。）の終結の時までとし、当該定時株主総会において株主の皆様からのご

承認を得られなかった場合には、当該定時株主総会の終結の時をもって本プランは廃止されるものと

いたします。 

加えて、本プランは、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当

社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとし

ます。 

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向

上の観点から随時見直しを行い、取締役会決議により、本プランの変更を行うことがあります。この

ように、当社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その

内容を速やかに公表します。 

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場す

る金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場

合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えな

い場合には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正又は変更する場合がありま

す。 

 

 

 

以 上 

  



 別紙１ 

当社大株主の状況 

 

2026年３月 31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 

株主名 
当社への出資状況 

持株数（株） 持株比率（％） 

太田事務所株式会社 708,100 6.66 

太平洋セメント株式会社 510,666 4.80 

株式会社みずほ銀行 465,000 4.37 

株式会社十六銀行 400,000 3.76 

日本坩堝株式会社 399,000 3.75 

株式会社日本カストディ銀行（信託 E口） 373,800 3.51 

美濃窯業従業員持株会 372,970 3.51 

株式会社名古屋銀行 360,000 3.38 

株式会社大垣共立銀行 360,000 3.38 

松浦恵子 236,365 2.22 

※ 当社は自己株式（2,273,704株）を保有しておりますが、上記大株主の記載からは除いておりま

す。なお、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

 

 

  



別紙２ 

独立委員会規程の概要 

 

 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。  

 

 独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行

う経営陣から独立した社外取締役又は社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護

士、公認会計士、学識経験者又はこれに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締

役会の決議に基づき選任される。  

 

 独立委員会は、大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守したか否かの判断、大規模買

付行為等が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの判断、対抗

措置の発動不発動の判断、一旦発動した対抗措置の停止の判断など、当社取締役会から諮問のあ

る事項について、その決定の内容を、その理由及び根拠を付して当社取締役会に対して勧告す

る。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。  

 

 独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ること

ができるものとする。  

 

 独立委員会の決議は、委員の過半数をもってこれを行う。  

 

 

 

以 上 



別紙３ 

独立委員会の委員の略歴 

 

本プラン継続時の独立委員会の委員は、以下の４名を予定しております。 

 

【氏名】大島 崇文／社外取締役（独立役員） 

【略歴】1954年１月 30日生 

    1979年４月 日本特殊陶業株式会社入社 

2007年６月 同社取締役 

2009年６月 同社常務取締役 

2011年６月 同社専務取締役 

2013年６月 同社代表取締役副社長 

2016年６月 同社代表取締役副社長退任 

2019年６月 当社社外取締役（現任） 

 

【氏名】佐藤 誠／社外取締役（独立役員） 

【略歴】1960年 2月 15日生 

1983年４月 丸紅株式会社入社 

    2010年４月 同社 地球環境プロジェクト部長 

    2012年４月 同社 資源重機プラント部長 

    2013年４月 丸紅ベネズエラ会社社長 

    2016年４月 丸紅イラン会社社長 

    2018年４月 丸紅株式会社 執行役員中東統括（ドバイ駐在） 

    2020年４月 同社 理事 

    2022年６月 当社社外取締役（現任） 

 

【氏名】澁谷 英司／社外取締役（監査等委員）（独立役員） 

【略歴】1957年 1月 28日生 

    1979年 10月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 

    1983年３月 公認会計士登録 

    2004年５月 監査法人トーマツ代表社員 

    2013年６月 日本公認会計士協会東海会副会長 

    2013年７月 日本公認会計士協会理事 

    2018年７月 有限責任監査法人トーマツ退社 

    2018年８月 澁谷英司公認会計士事務所所長（現任） 

    2019年６月 日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長 

2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 

    2021年６月 サンメッセ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 

2022年６月 株式会社丸順（現 株式会社 J-MAX）社外監査役 



2025年６月 株式会社 J-MAX 社外取締役（監査等委員）（現任） 

 

【氏名】小林 宏明／社外取締役（監査等委員）（独立役員） 

【略歴】1951年６月８日生 

    1976年４月 エスエス製薬株式会社入社 

    1994年１月 同社医薬部長 

    2001年６月 同社執行役員統括部長 

    2007年４月 総務省中部管区行政評価局参与 

    2013年４月 鳥取県庁名古屋事務所参与 

    2016年４月 名古屋市高年大学非常勤講師（現任） 

    2020年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 

    2021年４月 株式会社パーソナック（現 株式会社パリパスグループ）社外取締役（現任） 

    2023年 10月 愛知東邦大学非常勤講師（現任） 

 

（注）上記独立委員会の各委員候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

 

 以 上 

  



別紙４ 

共同協調行為等の認定基準 

 

※ 認定は、認定の対象者（その親会社、子会社、その他認定の対象者と同一視すべき主体を含む。

以下「認定対象者」という。）について、下記の各項目の要素に加え、当社の特定の株主との間で

の意思の連絡が「ない」ことを窺わせる直接・間接の事実の有無についても勘案した上で、総合

判断の方法により行われるべきものとする。 

※ 以下「当社の特定の株主」には、当該特定の株主の親会社及び子会社、並びに当該特定の株主、

その親会社及び子会社の役員及び主要株主を含むものとする。 

 

1. 当社株式等を取得している時期が、当社の特定の株主による当社株式等の取得又は重要提案行為

等の買収に向けた行動が行われている期間と重なり合っているか 

2. 取得した当社株式等の数量が相当程度の数量に達しているか 

3. 当社株式等の取得を開始した時期が、当該特定の株主による当社株式等の取得の開始、当社に対

する経営支配権の取得・重要提案行為をすること等の意向の表明など、当該特定の株主による当

社の買収に向けた行動が開始された時期に近接し、又は本プランに係る議題を目的事項に含む株

主総会の基準日など、当該特定の株主の行動に関連するイベントと近接しているか 

4. 市場における当社株式等の取引状況が異常な時期（例えば、平均的な出来高に比して著しく出来

高が膨らんでいたり、株価が先行する時期の平均株価に比して著しく急騰したりする時期）にお

いて、時期を同じくして当社株券等を取得しているなど、当該特定の株主による当社株券等の取

得の時期及び態様（例えば、信用買い等を駆使しているかどうか）の特徴との間に共通性がみら

れるか 

5. 当該特定の株主が株式等を取得している（又は取得していた）他の上場会社の株式等を取得して

いたことがあり、かつ、その取得時期や保有期間が当該特定の株主のそれと重なり合っているか 

6. 上記 5.の重なり合う期間において、当該他の上場会社（当該特定の株主とともに認定対象者が株

主となっていた他の上場会社）に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主のそれに同調

したものであったか。同調したものであったとした場合に、その株主権の種類、内容、株主権行

使の結果等に照らして、その同調の程度はどの程度か 

7. 上記 5.記載の当該他の上場会社において、当該認定対象者及び当該特定の株主（並びに当該認定

対象者以外の者で当該特定の株主と同調して議決権等の共益権の行使を行った株主がいる場合に

は当該株主）による議決権等の共益権の行使の結果、取締役その他の役員の選解任が行われた場

合において、当該変更後の役員の在任期間中に当該他の上場会社において企業価値又は株主価値

の毀損のおそれ（例えば、重大な法令違反に該当する事象の発生又はそのおそれのある事象の発

生、上場廃止、特別注意銘柄への指定、破産その他の法的倒産手続き、大規模な希釈化を伴う株

式又は新株予約権の発行）が生じているか。生じているとして企業価値又は株主価値の毀損のお

それはどの程度か 

8. 当該特定の株主との間で、直接・間接に出資関係ないし資金の貸借関係等が存在している又は存

在していたことがあるか 



9. 当該特定の株主との間で、直接・間接に、役員兼任関係、親族関係（内縁関係など準じる関係を

含む。以下同じ。）、ビジネス上の関係、出身校その他のコミュニティの中における人的関係が存

在している又は存在していたこと、並びに、一方が他方の従業員、組合員その他構成員である又

はあったことがあるなどの人的関係が存在するか 

10. 当社に対する株主権（共益権）の行使が当該特定の株主のそれに同調したものであったか。同調

したものであったとして、行使された株主権の種類、内容、株主権行使の結果等に照らして、そ

の同調の程度はどの程度か（なお、この 10.を唯一の根拠として「当該特定の株主と当該他の株主

との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関

係」又は「これらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者」と認

定してはならないものとする。） 

11. 当社の事業や経営方針に関する言動等が当該特定の株主のそれと類似しているか。類似している

言動等がある場合には、そのような言動等がされた時期、内容に照らして、その類似の程度はど

の程度か（なお、この 11.を唯一の根拠として「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方

が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」又は「これら

の者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者」と認定してはならない

ものとする。） 

12. その代理人やアドバイザーが、当該特定の株主のそれと同じ事務所、法人、団体に属している若

しくは属していたことがある、業務提携関係にある、同種案件を共同して遂行したことがある及

び/又は親族関係その他の人的関係があるなど、当該特定の株主との間において意思の連絡が容易

となるような関係を有しているか（直接的なものであると間接的なものであるとを問わない。） 

13. その他、当該特定の株主との間で意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実はあるか 

  



別紙５ 

 

大規模買付者に提供を求める情報 

 

1. 大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンドの場合）その他

の構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容、当社及

び当社グループ会社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）  

 

2. 大規模買付行為等の目的、方法及び内容（大規模買付行為等の対価の価額・種類、大規模買付行

為等の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為等の方法の適法性、大規模買付行為等及び

関連する取引の実現可能性等を含みます。） 

 

3. 大規模買付行為等の当社株式に係る買付対価の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算

定に用いた数値情報及び大規模買付行為等にかかる一連の取引により生じることが予想されるシ

ナジーの内容を含みます。）  

 

4. 大規模買付行為等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、

調達方法、関連する取引の内容を含みます。）  

 

5. 大規模買付行為等の完了後に想定している当社及び当社グループ会社の役員候補（当社及び当社

グループ会社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、当社及び当社

グループ会社の経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策 

 

6. 大規模買付行為等の完了後における当社及び当社グループ会社の顧客、取引先、従業員等のステ

ークホルダーと当社及び当社グループ会社との関係に関しての変更の有無及びその内容 

 

 

 

以 上 

 

 

  



別紙６ 

新株予約権無償割当ての概要 

 

1. 本新株予約権の目的となる株式の種類  

   当社普通株式 

 

2. 本新株予約権の目的となる株式の数  

   新株予約権 1個当たりの目的となる株式の数は、取締役会が別途定める数とします。 

 

3. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は 1円に各新株予約権の目的と

なる 株式の数を乗じた額とします。 

 

4. 本新株予約権を行使することができる期間  

   本新株予約権を行使することができる期間は、取締役会が別途定める一定の期間とします。 

 

5. 本新株予約権の行使の条件 

(a) 非適格者が保有する本新株予約権（実質的に保有するものを含みます。）は、行使することができ

ません。 

「非適格者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 

(i) 大規模買付者 

(ii) 大規模買付者の共同保有者（金融商品取引法第 27条の 23第５項及び第６項） 

(iii) 大規模買付者の特別関係者（金融商品取引法第 27条の２第７項） 

(iv)取締役会が独立委員会による勧告を踏まえて以下のいずれかに該当すると合理的に認定した者 

(x)上記(i)から本(iv)までに該当する者から当社の承認なく本新株予約権を譲り受け又は承継した

者 

(y)上記(i)から本(iv)までに該当する者の「関係者」。「関係者」とは、これらの者との間にフィナ

ンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他こ

れらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバ

イザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者

をいいます。なお、「これらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動す

る者」に該当するか否かの判定は、別紙４「共同協調行為等の認定基準」に定める基準に従い

行うものとします。組合その他のファンドに係る「関係者」の判定においては、ファンド・マ

ネージャーの実質的同一性その他の諸事情が勘案されます。 

(b) 新株予約権者は、当社に対し、上記５(a)の非適格者に該当しないこと（第三者のために行使する

場合には当該第三者が上記５(a)の非適格者に該当しないことを含みます。）についての表明・保証

条項、補償条項その他当社が定める事項を記載した書面、合理的範囲内で当社が求める条件充足

を示す資料及び法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、本新株予約権を行使する

ことができるものとします。 



(c) 適用ある外国の証券法その他の法令等上、当該法令等の管轄地域に所在する者による本新株予約

権の行使に関し、所定の手続きの履行又は所定の条件の充足が必要とされる場合、当該管轄地域

に所在する者は、当該手続き及び条件が全て履行又は充足されていると当社が認めた場合に限

り、本新株予約権を行使することができます。なお、当社が上記手続き及び条件を履行又は充足

することで当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使することができる場合であっても、

当社としてこれを履行又は充足する義務を負うものではありません。 

(d) 上記５(c)の条件の充足の確認は、上記５(b)に定める手続きに準じた手続きで取締役会が定める

ところによるものとします。 

 

6. 取得条項  

(a) 当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行

使の本新株予約権で、上記５(a)及び(b)の規定に従い行使可能な（即ち、非適格者に該当しない

者が保有する）もの（上記５(c)に該当する者が保有する本新株予約権を含みます。下記６(b)に

おいて「行使適格本新株予約権」といいます。）について、取得に係る本新株予約権の数に、本新

株予約権 1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式

を、対価として取得することができます。 

(b) 当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行

使の本新株予約権で行使適格本新株予約権以外のものについて、取得に係る本新株予約権と同数

の新株予約権で非適格者の行使に一定の制約が付されたもの（以下に記載する行使条件及び取得

条項その他取締役会が定める内容のものとします。以下、当該新株予約権を「第２新株予約権」

といいます。）を対価として取得することができます。 

(i)  行使条件 

 非適格者は、次に定める場合その他取締役会が定める場合を除き、第２新株予約権を行使す

ることができません。 

(x) 大規模買付者が株主意思確認総会決議後に大規模買付行為等を中止又は撤回し、かつ、 

その後大規模買付行為等を実施しないことを誓約するとともに、大規模買付者その他 

の非適格者が、当社が認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合であって、 

かつ、 

(y) 当該処分を行った後における大規模買付者の株券等保有割合（但し、本(i)において、株

券等保有割合の計算に当たっては大規模買付者やその共同保有者以外の非適格者につい

ても当該大規模買付者の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の

保有する第２新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定しま

す。）として当社取締役会が認めた割合が 20%を下回っている場合は、当該処分を行った

大規模買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する数の株式を

目的とする第２新株予約権につき、当該 20%を下回る割合の範囲内でのみ行使することが

できます。 

(ii) 取得条項 

当社は、第２新株予約権が交付された日から 10年後の日において、なお行使されていない第

2新株予約権が残存するときは、当該第２新株予約権（但し、行使条件が充足されていないも



のに限ります。）を、その時点における当該第２新株予約権の時価に相当する金銭を対価とし

て取得することができます。  

(c) 本新株予約権の強制取得に関する条件充足の確認は、上記５(b)に定める手続きに準じた手続きで

取締役会が定めるところによるものとします。なお、当社は、本新株予約権の行使が可能となる

期間の開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社

取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約

権を無償で取得することができるものとします。 

7. 譲渡承認  

譲渡による本新株予約権の取得には、取締役会の承認を要します。 

8. 資本金及び準備金に関する事項  

本新株予約権の行使及び取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金及び資本準備金に関する

事項は、法令等の規定に従い定めるものとします。 

9. 端数  

本新株予約権を行使した者に交付する株式の数に 1株に満たない端数があるときは、これを切り

捨てます。但し、当該新株予約権者に交付する株式の数は、当該新株予約権者が同時に複数の新

株予約権を行使するときは各新株予約権の行使により交付する株式の数を通算して端数を算定す

ることができます。 

10. 新株予約権証券の発行  

(1) 本新株予約権については新株予約権証券を発行しません。 

(2) 株主に割り当てる本新株予約権の数 

当社普通株式（当社の有する普通株式を除く。）１株につき本新株予約権１個の割合で割り当

てることとします。 

(3) 本新株予約権の無償割当ての対象となる株主 

取締役会が別途定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された当社普通株式の

全株主（当社を除く。）に対し、本新株予約権を割り当てます。 

(4) 本新株予約権の総数 

取締役会が別途定める基準日における当社の最終の発行済株式総数（但し、当社が有する普

通株式の数を除く。）と同数とします。 

(5) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

取締役会が別途定める基準日以降の日で取締役会が別途定める日とします。 

(6) その他 

本新株予約権の無償割当ては、①株主意思確認総会による承認が得られ、かつ、大規模買付

行為等が撤回されないこと、又は、②大規模買付者が上記４に記載する手続きを遵守せずに

大規模買付行為等を実施しようとする場合（さらに、株主意思確認総会を開催する場合に

は、対抗措置の発動につき株主意思確認総会による承認が得られた場合）の何れかが充足さ

れることを条件として効力を生じるものとします。 

 

 

以 上 


